
平成２３年度住宅用太陽光発電システムまたは
高効率給湯器の補助制度を４月１日以降に工事を開
始したものから受け付けています。

平成23年4月1日以降に交付決定後、工事を開始
し、平成24年3月31日までに設置工事を終わら
れる方(太陽光発電普及センターの補助金を平成
22年度補正分で交付決定を受けられ、かつ4月1
日以降に工事をされる方も、申請していただけ
ます。)

太陽光発電システム、または高効率給湯器のどちらかを設置すること

市税を完納されている方、彦根市民また
はこれから市民になられる方。

補助する設備のある

住宅に住まれる方。

対象となる方

その他、彦根市低炭素社会構築推進事業補助
金要綱の条件に合致される方。

太陽光発電または高効率給湯器に加えて、一つ以上省エネルギー設備を設置すること

その他、彦根市低炭素社会構築推進事業補助金の条件に合致すること。

（省エネ設備の代表例）

太陽光発電
システムLED照明設備 断熱建材

補助の条件

または

例えば、

「エコキュート」
「エコフィール」

「エコジョース」
「エコウィル」

昨年と変わり、追加されたこと

締め切り 平成24年3月31日（補助が予算額に達した時点で終了、抽選等はありません。）

プラス

複層ガラス 高効率給湯器

(二つの組み合わせがなければ、
補助金は交付されません。）



主たる設備 従たる設備 備考 補助金

出ません。

太陽光発電

高効率給湯器

LED照明設備 電球交換のみは不可

住宅エコポイント事務局が効
果があると認めるもの（ただ
し、住宅エコポイントを申
請した新築の家やリフォー
ムで申請したエコポイント
の対象部分については、対
象となりません。）。

複層ガラス

断熱建材

太陽光発電

（太陽光発電
普及センター
の補助を受け
るもの）

平成２２年度まで経済産
業省の補助制度の対象
だったもの、または平成
２２年４月以降に販売が
開始されたもの

補助額：1kwあたり、
3万円、

最大で10万円

（設置費から他の
補助金額をひいた
3分の1まで）

主たる設備 従たる設備 備考 補助金

出ません。
高効率給湯器

LED照明設備 電球交換のみは不可

住宅エコポイント事務局が効
果があると認めるもの（ただ
し、住宅エコポイントを申
請した新築の家やリフォー
ムで申請したエコポイント
の対象部分については、対
象となりません。）。

複層ガラス

断熱建材

太陽光発電

平成２２年度まで経済産
業省の補助制度の対象
だったもの、または平成
２２年４月以降に販売が
開始されたもの

組合せの例

高効率

給湯器

（経済産業省
の補助制度の
対象になるも
の）

補助額：一律2万円

（設置費から他の

補助金額をひいた

3分の1まで）

（太陽光発電普及セン
ターが補助の対象とす
るもの）

（太陽光発電普及セン
ターが補助の対象とす
るもの）

問い合わせ先
〒522－8501彦根市元町4番2号

彦根市役所生活環境課 電話 30－6116

※支所および出張所では、対応しておりません。

（補助金の受付終了については、 電話・彦根市ホームページで確認してく
ださい。）


